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練馬区地域福祉計画（令和２年度～６年度）（素案） 

に寄せられた意見と区の考え方について 

 

 

１ 意見の募集等 

⑴ 区民意見反映制度（パブリックコメント） 

意見募集期間 令和元年 12 月 11 日から令和２年１月 17 日まで 

意見提出者数 12 名 

⑵ 関係団体への説明 

参加者総数  146 名 

 

２ 寄せられた意見 

⑴ 意見総数 48 件 

 ⑵ 意見の内訳 

分  類 件数 

計画素案全体に関すること ３ 

施策１ 区民との協働と地域の支え合いを推進する ８ 

施策２ 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる ７ 

施策３ ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める ３ 

施策４ 多様な人の社会参加に対する理解を促進する ６ 

施策５ 権利擁護が必要な方への支援体制を整備する 21 

合計 48 

 

３ 意見に対する対応状況 

区分 内  容 件数 

◎ 意見の趣旨を踏まえ計画に反映するもの ２ 

○ 素案に趣旨を記載しているもの 39 

□ 素案に記載はないが事業等において既に実施しているもの ５ 

△ 事業等を実施する際に検討するもの ２ 

合計 48 
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４ 区民からの意見（要旨）と区の考え方 

№ 意見の要旨 区の考え方 

対

応 

区

分 

計画素案全体に関すること 

1 

住みやすいまちづくりについ

て、障害者団体もその一助となり

協力していきたい。 

 基本理念のひとつとして「協働」を掲

げています。関係団体や区等が主体的に

取り組み、相互に尊重し、協力しながら

福祉のまちづくりを推進します。 

〇 

2 

地域福祉の担い手が減少する

中で、制度は何をどこまで保障し

ているのか、区の役割を明確にし

たうえで区民に何を求めている

のかを示すべき。 

福祉サービスの内容は、各制度の法律

に基づき、分野毎の事業計画で示してい

ます。 

区内では、地域と連携した、「街かどケ

アカフェ」や「地域おこしプロジェクト」

など、地域課題に対応する多彩な活動が

生まれています。本計画を通じ、区民の

自由な発想に基づく、新たな自治の創造

の芽生えとなるこれらの取り組みが、区

内の至るところで活発に行われるよう支

援します。 

〇 

3 

障害者への支援体制を整えて

ほしい。障害を個人や家族の問題

にせず、地域や社会で問題にして

いくべき。 

 具体的な支援体制については、障害分

野の個別計画で整備を進めています。 

 基本理念のひとつに「共感」を掲げて

います。人や暮らしの多様性への気づき

を広げ、多様な意見を反映させることで、

「ともに支え合うずっと住みたいやさし

いまち」の実現を目指します。 

〇 

施策１ 区民との協働と地域の支え合いを推進する 

4 

社会福祉協議会のネリーズに

ついて掲載されているが、区の計

画と社協の事業の関係がよくわ

からない。 

社会福祉協議会では、地域活動団体や

住民とともに、つながりのある地域づく

りを進めています。区は、計画をより効

果的なものとするため、社協と連携を図

りながら取組を進めます。 

〇 

5 地域における助け合いの輪を  地域での支え合いの力を高めるため、 ○ 
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広げ、区民同士の横のつながりを

作る活動を行う団体があるとよ

い。また、活動場所の確保などの

支援をしてほしい。 

地域福祉コーディネーターを配置し、地

域支援ネットワークの構築を進めていま

す。また、区民協働交流センターの事業

等を通して、ＮＰＯ法人やボランティア

活動団体の活動を支援します。 

気軽に集まれる場については、区民に

身近な地域に増設するなど、事業の充実

に取り組みます。 

6 

 現在の町会・自治会のあり方で

は転入者にどうアピールしても

会員が増えるとは思えないので、

抜本的な見直しが必要である。 

加入案内の方法を工夫し、会員を増や

している町会・自治会もあります。区で

は、こうした加入促進に関わる成功事例

などを意見集としてまとめ、全町会・自

治会に周知しています。 

引き続き、区民事務所での転入者への

加入案内、不動産事業者による仲介時の

加入案内などを通して、持続可能な町

会・自治会運営に向けた体制作りを応援

します。 

〇 

7 

民生・児童委員の担い手が不足

している。平日、日中の人口が減

少している地域でどのような体

制を構築するのか、報酬を含めた

見直しが必要である。 

 令和元年 12 月 1 日現在、区の民生・児

童委員の定数に対する充足率は 98.8%で

あり、他自治体と比較して高い充足率と

なっています。 

 引き続き、町会・自治会等の地域団体

との連携や、活動内容や仕事の魅力を周

知することにより、担い手の確保に努め

ます。 

○ 

8 

地域活動に必要な資金と場所

をどのように支援するのか。こど

もカフェ、街かどケアカフェ、相

談情報ひろばと分散させるので

はなく、こども食堂や民間カフェ

などの今ある活動を支援しつつ、

今後は統合した形態を模索すべ

き。 

 区では、「地域おこしプロジェクト」や

「やさしいまちづくり支援事業」を実施

し、区民自らが主体となる企画提案に対

して補助金を交付しています。活動場所

については、地域集会所等の区立施設の

貸し部屋を利用することができます。 

 気軽に集まれる場については、区民に

身近な地域に増設するなど、事業の充実

に取り組みます。 

〇 
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9 

「街かどケアカフェ」のサロン

型では、地域づくりまで担ってい

る団体もある。「相談情報ひろば」

には、地域づくりまでの働きかけ

が期待され、初期費用・運営費補

助がある。「街かどケアカフェ」

の地域サロン型に対する家賃補

助等を検討すべき。 

区は、介護予防等の事業を行っており、

運営が自立している団体と街かどケアカ

フェ連携協定を締結し、周知・広報等の

支援を行っています。また、区では、「地

域おこしプロジェクト」や「やさしいま

ちづくり支援事業」を実施し、区民自ら

が主体となる企画提案に対して補助金を

交付しています。 

□ 

 

10 

気軽に立ち寄れる場について、

人が同じ日時・場所に集まること

は難しいと思う。困りごとや意思

表明ができる場を任意の時間・場

所で行えるインターネット上に

つくれないだろうか。 

 気軽に立ち寄れるカフェやひろばは、

子どもから高齢者まで様々な方にご利用

いただいています。 

区では、スマートフォンの専用アプリ

で道路や公園遊具の不具合などを投稿で

きる「ねりまちレポーター」を募集して

います。区民と区、区民同士が不具合等

の情報を共有することができます。 

□ 

11 

当事者とともに活動すること

が「やさしいまち」の基本である

ため、ネリーズのメンバーに障害

者を入れてほしい。 

ネリーズは、近隣の方々とつながるこ

とで、誰にでも暮らしやすい地域づくり

を目指している地域の方々であり、障害

のある方もネリーズの一員です。 

○ 

施策２ 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる 

12 

生活保護受給者の自立につい

て、法律相談の利用や生業の開

始、個人情報の保護、各種の審査

請求は、受給者の実情に寄り添っ

た支援や管理などをお願いした

い。 

総合福祉事務所では各種研修の実施や

専門員の配置等により、生活保護受給世

帯が抱える課題や個々の状況に応じたき

め細かなサポートを行っています。 

引き続き、生活保護受給世帯への自立

支援の充実に取り組みます。 

〇 

13 

障害のある方、高齢者、ひとり

親家庭等が住居差別なく賃貸住

宅に入居できるよう、相談窓口を

設置し、周知をしてほしい。 

住まい確保支援事業（民間賃貸住宅の

空き室情報の提供）によって高齢者など

住まいの確保に配慮を必要とする方への

支援を行っています。窓口は４か所の総

合福祉事務所です。 

引き続き、区報や区ホームページへ掲

載するほか、地域包括支援センターや障

害者地域生活支援センターなどでチラシ

〇 
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を配布し、事業の周知に取り組みます。 

14 

安定した生活を送るためには

支援が切れ目なく提供されるこ

とが大切なため、制度や組織のあ

り方など、行政の縦割りの改善を

目指すべき。 

様々な悩みや課題を抱える世帯が社会

的に孤立しないよう、各相談機関が連携

して支援に取り組んでいます。今後、福

祉・保健相談窓口を調整するコーディネ

ーターを配置するなど、複合的な課題に

対応する寄り添った支援体制づくりを進

めます。 

〇 

15 

現状の縦割り行政では、複合的

な課題を抱える当事者が声をあ

げなければ見落とされてしまう

可能性が高い。地域包括支援セン

ターを高齢者のみならず、子ど

も、障害者、若者も含む基幹セン

ターとすべき。 

子育てについては子ども家庭支援セン

ター、介護については地域包括支援セン

ターなど各専門機関が相談に応じていま

す。複合的な課題を抱えて困っている

方々が、どの窓口に相談しても関係部署

が連携して、本人・家族に寄り添って継

続的に支援する体制づくりを進めます。 

〇 

16 

保健福祉サービス苦情調整委

員に指導監査命令等の権限が付

与されていないため、権限の拡充

やクレーマーへの対応を検討す

べき。 

委員の職務として、必要と認める場合

に、事業者に対する是正勧告、意見表明

を行い、必要な措置や報告を行わない場

合は、区長や教育委員会にその旨を報告

することが条例に規定されています。 

○ 

17 

災害時には、外国人や子ども、

女性、一人暮らしなどの「災害弱

者」が想定以上に発生するため、

可能性を広げて対応する必要が

ある。 

避難所に路上生活者が入れな

かった事例もあるので、避難所を

運営する側にも人権に基づく対

応が求められる。 

地域防災計画により、災害時要援護者

対策や女性の視点による災害対策を推進

しています。 

避難所では、様々な方が避難してくる

ことを想定しており、多様な避難者に配

慮した運営を行います。避難所運営に携

わる職員に対しては、対応力を向上させ

る研修等を実施しています。 

□ 

18 

障害者が賃貸住宅を借りよう

としても断られてしまう。「ずっ

と住みたいやさしいまち」を目指

すには、住まい確保支援に真剣に

取り組み、貸主に啓発してほし

い。 

区では平成 31 年４月に練馬区居住支

援協議会を設置し、住まいの確保に配慮

が必要な方々への支援策について不動産

団体や福祉関係団体と協議を行っていま

す。また、賃貸物件の所有者や不動産の

仲介業者に住まい確保支援事業のチラシ

○ 
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を配布し、協力を依頼しています。 

引き続き、機会を捉えて協力を依頼す

るとともに、住まい確保支援事業の充実

に取り組みます。 

施策３ ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める 

19 

本計画は、ユニバーサルデザイ

ンについて、高齢者や障害者が使

いやすいバリアフリーと捉えて

いる面がある。もっと広く考えて

欲しい。 

ユニバーサルデザインについては、障

害の有無、年齢、性別、言語等にかかわ

らず、多様な人々が利用しやすい都市施

設や製品、教育、文化、情報提供等に関

する幅広い取組と考えています。 

引き続き、ユニバーサルデザインのま

ちづくりについて、区民、事業者の理解

を深める取組を進めます。 

〇 

20 

光が丘区民センターの誰でも

トイレに大人用ベッドがあり、大

変ありがたく利用しているが、公

園や図書館などには設置がなく

不便を感じている。大人用ベッド

の設置を進めて欲しい。 

 大人のおむつ替えができる大型折りた

たみベッドについては、練馬区福祉のま

ちづくり推進条例で床面積の合計が

5,000 ㎡以上の公共施設や商業施設等を

新たに建築する際に設置を義務付け、整

備を進めています。 

区立施設については、大規模改修等の

際にバリアフリー改修に取り組んでいま

す。大型折りたたみベッドについては、

規模に限らず必要な改修に努めるととも

に、構造的に改修が困難な場合は代替措

置を検討します。 

商業施設や医療施設等については、誰

でもトイレや大型折りたたみベッドの設

置など改修費用の一部を助成し、事業者

に対し既存建築物のバリアフリー化を促

していきます。 

〇 

21 

駅、公共施設、商業施設などに

は必ず誰でもトイレが設置され

るようになったが、大人がおむつ

替えできるベッド等がある施設

は少ない。今後、計画する施設に

は折りたたみ式でも良いので設

置して欲しい。 

〇 

施策４ 多様な人の社会参加に対する理解を促進する 

22 

エスカレーターの利用者に対

し、歩かずに立ちどまるなど、乗

り方のマナー向上の普及啓発に

ついて、計画に盛り込んでいただ

きたい。 

 エスカレーターの乗り方マナーの向上

については、周囲の方の気づきや理解が

重要です。区が発行する情報紙に掲載す

るなど、注意喚起や普及啓発に取り組ん

でいます。 

 ご意見を踏まえ、やさしいまちの情報

発信の文章にその趣旨を追記します。 

◎ 
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23 

外見からでは、障害者とわかり

にくい人もいることへの理解を

深めていってほしい。 

 多様な人が社会参加をする上でのバリ

アについて理解し、支え合うことができ

るよう、区民一人ひとりが心のバリアフ

リーやユニバーサルデザインへの理解を

深めるための取組を進めます。 

〇 

24 

練馬の地域事業者を集めた「ね

りまユニバーサルデザインアワ

ード」や、事業者向けの専門セミ

ナーを開催するなど、ものづくり

をする大人向けのイベントを開

催してほしい。 

区民、事業者等との協働によるユニバ

ーサルデザインのまちづくりを推進する

ため、必要な知識や技術を学ぶ講座を開

催しています。 

産業部門と連携し、関係者のご意見を

伺いながら、ご提案も含め事業の充実を

検討します。 

△ 

25 

多様な人が暮らしやすいまち

づくりには人権が尊重される社

会が不可欠である。子どもや障害

者の権利条例等を制定し、人権問

題と真摯に向き合う必要がある。 

区は、子どもや障害者の権利擁護の視

点を持ち、当事者の声を広く聞きながら

事業を実施しています。条例の制定は考

えていません。 

□ 

26 

障害の有無に関わらず地域で

自立した生活が送れるよう、社会

・当事者の中にあるバリアの解消

を積極的に行うべき。 

学齢期以降の本人・家族がサー

ビスや制度から取り残されてい

る場合があり、支援が必要である

。 

誰もが地域の一員として社会参加でき

るやさしいまちづくりの取組を進めるた

め、心のバリアを取り除くために必要な

知識や情報を広く発信しています。 
 区では、子育て、介護、障害などの各

制度の狭間を埋めるため、各相談機関が

連携して支援を行っています。区民に身

近な民生・児童委員等とも連携しながら

適切な支援につないでいきます。 

〇 

27 

ユニバーサルデザインやバリ

アフリー整備も大事だが、合理的

配慮への理解を深めることも重

要である。 

 区では、区民向けに障害者差別解消推

進講演会を実施しているほか、行政や事

業者に対しても、合理的配慮への理解を

深めるための研修を実施しています。 

本計画においても、配慮が必要な方へ

の理解促進の充実に取り組みます。 

〇 

施策５ 権利擁護が必要な方への支援体制を整備する 

28 
知的障害のある方への成年後

見は、高齢者と比べて後見期間が

本人の状況に合った適切な後見人を選

任するため、検討支援会議を開催し、後
○ 
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長く、費用の負担が大きい。身上

監護を行うにも特性を理解する

必要がある。 

高齢者とは異なる面が多い知

的障害者の実態に即した支援を

考えてほしい。 

見人候補者とのマッチングを行います。

また、後見人候補者の選択肢を増やすた

め、練馬区社会福祉協議会による法人後

見の実施や市民後見人の育成、親族後見

人の支援を行います。 

費用負担については、成年後見人への

報酬を支払うことが困難で、一定の要件

に該当する方に、報酬を助成しています。 

29 

金銭的負担の少ない社協等に

よる法人後見や市民後見人の活

用は正しいが、市民後見人の養成

人数と受任件数はもう少し意欲

的な数字であってほしい。 

 本人の状況に合った適切な後見人候補

者の選択肢を増やすため、市民後見人の

養成だけでなく、練馬区社会福祉協議会

による法人後見の実施やＮＰＯ法人、親

族への支援を一体的に進めていきます。 

○ 

30 

社協を中核機関として位置付

けるのは適切であり評価する。親

族後見人に対する支援やＮＰＯ

法人の活用と連携について強化

してほしい。 

 中核機関による親族後見人への支援や

ＮＰＯ法人の活用と連携に取り組みま

す。 

○ 

31 

どのようなケースが法人後見、

市民後見人、専門職後見人に相応

しいのか振り分けが重要となる。

市民後見人が受任するケースの

条件が厳しいため、在宅で暮らす

人なども対象とし、区長申立以外

の方についての受任を検討すべ

き。 

 専門職も参加する検討支援会議を開催

し、本人と適切な後見人候補者とのマッ

チングを行います。 

 

○ 

32 

成年後見制度を活用できない

人が多い。助成金の増額だけでは

なく、報酬助成の対象拡大を検討

すべき。 

 平成 30 年度から報酬助成の対象を区

長申立以外にも拡大しています。 
□ 

33 

社会福祉協議会を中核機関と

することには賛成だが、区からの

委託であることの明記と、区の管

理・監督について記載することが

望まれる。 

 区は中核機関の設置主体として、運営

主体となる練馬区社会福祉協議会と連携

して、成年後見制度の利用促進に取り組

みます。 

○ 
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34 

相談員の成年後見業務におけ

る知識・スキルを育成または担保

していく方策が必要であり、実務

経験のある専門職である三士業

 (弁護士・司法書士・社会福祉

士)の関与が必要である。 

 各種研修を受講するほか、専門職を含

めた関係機関が参加する検討支援会議

に、社会福祉協議会や地域包括支援セン

ター等の相談業務に携わる職員が参加

し、支援に必要な知識・スキルを育成し

ます。 

○ 

35 

国が示している中核機関の具

体的機能を明示する必要がある。

従来の推進機関としての事業と

の違いが分かりにくい。 

 国が示している中核機関の機能は、①

広報②相談③制度の利用促進④後見人支

援機能です。権利擁護センターが推進機

関として実施してきた事業を引き続き実

施し、地域連携ネットワークの構築をさ

らに進めます。 

○ 

36 

区による「ほっとサポートねり

ま」の運営支援について、何をど

のように行うのか。また、区の財

政措置を明確にすべきである。 

 区は中核機関の設置主体として、運営

主体となる練馬区社会福祉協議会と連携

して、成年後見制度の利用促進に取り組

みます。また、運営に必要な費用を支援

します。 

○ 

37 

「成年後見制度利用促進の連

携体制の図」の地域の関係機関の

中に、保健相談所を記載し、精神

保健福祉分野も含めて支援体制

を構築していることをアピール

すべきである。 

 ご意見をふまえ、「保健相談所」の記載

を図に追加します。 
◎ 

38 

相談会の実施にあたって、実務

経験のある専門職である三士業

との連携を明確にすべきである。 

 事業番号 62「成年後見制度に関する講

演会・勉強会」の項目に記載しています。 
○ 

39 

地域包括支援センター等の職

員だけでなく、「ほっとサポート

ねりま」の相談員の対応力の向上

も必要である。 

 各種研修を受講するほか、専門職を含

めた関係機関が参加する検討支援会議

に、社会福祉協議会や地域包括支援セン

ター等の相談業務に携わる職員が参加

し、支援に必要な能力を育成します。 

○ 

40 

法人後見にはデメリットもあ

る。あくまでも個人後見を補完す

るものであることを計画に明記

し、区民に過度の期待をさせない

 法人後見だけでなく、後見人の種別に

よって、それぞれメリット・デメリット

があるため、区民が特性を理解できるよ

う、周知・啓発に取り組みます。 

○ 
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配慮が必要であると考える。 

41 

様々な団体の法人後見の乱立

を認めることは、団体の評価をす

るにあたり、中核機関の負担が増

大する。法人後見の実績があり、

知識・経験の蓄積がある団体を選

定する必要がある。 

 法人後見を実施する団体が乱立するこ

とは想定していません。練馬区社会福祉

協議会において、新たに法人後見を開始

します。また、区内で活動しているＮＰ

Ｏ法人等の活動を支援していきます。 

 専門職も参加する検討支援会議を開催

し、法人後見の実績がある団体も含めた

適切な後見人候補者と本人とのマッチン

グを行います。 

○ 

42 

社協による法人後見の実施に

ついて、５年後の数値目標はある

か。今後設定するのか。 

 利用実績を踏まえ、必要に応じて数値

目標の設定について検討します。 
△ 

43 
市民後見人養成研修修了者数

の数値目標が少なすぎる。 

 本人の状況に合った適切な後見人候補

者の選択肢を増やすため、市民後見人の

養成だけでなく、練馬区社会福祉協議会

による法人後見の実施やＮＰＯ法人、親

族への支援を一体的に進めていきます。 

○ 

44 

市民後見人の養成と支援にお

いても、三士業を活用すべきであ

る。 

 従来から市民後見人養成研修の講師等

としてご協力いただいており、引き続き、

各士業の専門性を生かせる場面でのご協

力をお願いします。 

○ 

45 

市民後見人の受任件数を増や

すため、専門職後見人から市民後

見人に後見人を引き継ぐ、いわゆ

るリレー方式をもっと活用すべ

きである。 

 専門職も参加する検討支援会議を開催

し、本人と適切な後見人候補者とのマッ

チングを行います。 ○ 

46 

 成年後見制度の利用相談や申

立ての支援にあたって、親族の方

による申立てが難しい場合など、

専門職団体、特に三士業へ適任者

の紹介依頼を行うこと等を明示

してほしい。 

 従来どおり、必要に応じて、専門職団

体へ適任者の紹介依頼を行います。 

□ 

47 
後見人への支援について、これ

までの支援のみでは、選任後の支

 専門職も参加する検討支援会議におい

て、後見人選任後の支援方針等について
○ 
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援として想定されている機能と

しては非常に弱い。実務経験のあ

る専門職である三士業の活用が

強く望まれる。 

も検討していきます。 

48 

 区民が成年後見制度を利用し

たくない理由として、後見人の不

正への不安が大きいと考えられ、

その根底には後見制度への無理

解がある。不正防止措置について

記載する必要があると考える。 

 国の成年後見制度利用促進基本計画で

は、後見人による預貯金の不正な引出し

を防ぐため、金融機関や専門職団体等の

対応強化策について記載しています。 

 区は、国の状況を踏まえ、成年後見制

度の正しい理解を進めるため、周知・啓

発に取り組みます。 

○ 

 


